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３月３０日、関東と東北の２か所で開催された「２０１６年春闘勝利、ＪＲ

東日本に早期回答を求める抗議集会」は、緊急ではありましたが、２５０名の

仲間が結集しました。

その後、直ちに集会決議を踏まえた３度目の「申し入れ」を行いました。席

上会社は、第３回目の交渉のセットを行い、３１日の交渉で、２０１６年度

「新賃金・夏季手当」回答がＪＲ東日本より示されました。

国労東日本本部は、交渉冒頭「２月１２日の新賃金要求提出、２５日の夏季

手当要求提出後、３月１日と１１日の２回の交渉における会社との共通した認

識は『真摯な議論を通じ早期妥結を目指す』である。私たちの求めた回答指定

日３月１６日は、主要な企業の集中回答日であり、昨年に続き『緊急申し入れ』

や『要請行動』を行わざるを得なかった異例の事態の中で、回答を迎えた事の

重さについて」会社に理解を求めました。さらに、今後の年末交渉等には、こ

のような事態が発生しない事を強く求めました。

回答内容では、ＪＲ東日本会社の体力・業績からして、極めて不充分な内容

であり、加えて同一労働同一賃金の観点から求めた契約社員の要求からは、か

け離れた内容になっている等を表明し、再考を求め「持ち帰り検討」とし交渉

を終了しました。

○回答内容○

○定期昇給は昇給係数４を実施 ○ベアは、所定昇給額１／１０＋５００円

○６月２４日（金）以降準備出来次第

○夏季手当は、２．８５ヶ月＋２万円

○６月３０日（木）以降準備出来次第

○グリーンスタッフは基本給に５００円を加える。

○エルダー社員の精勤手当について、平成２８年６月１日に在籍するエルダー

社員の平成２８年度の夏季支給額に１００００円を加算する。ただし、当該支

給分の調査期間を有する者に限る。

○第２基本給制度の廃止については、問題意識として受け止めるが、経営に与

える影響等から慎重に検討するものとし、引き続き議論する。
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